
業務の実績



I.行政依頼・一般依頼業務実績

1.行政依頼総括表

I口 |4 1 5 | 6 | 7 1 8 1, 1 10 | ll I 12 | 1 | 2 | 3 1 （出・）I

【細菌・ウイルス等の試験検査】

感染症発生動向調査
ウイルス分離検査 156 74 60 78 64 72 63 121 74 143 81 40 1026 

ウイルス抗体検査

゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜病原体別検査数
細 菌 検 査 80 93 100 97 71 52 69 69 99 121 116 127 1094 

インフルエンザ感染源調査 84 84 

感染症流行予測調査
インフルエンザ感受性調査 252 252 
インフルエンザ系統調査 30 30 60 30 150 

日本脳炎感染源調査 36 48 84 

集団かぜ検査 ウイルス分離検査等 2 24 6 32 

S R S V 検 査 20 ， 22 5 97 37 190 

食中毒検査
細菌検査(EHEC) 23 4 22 5 32 86 

クリプトスポリジウム

゜゚ ゜゚ ゜゚
2 

゜゚ ゜゚゜
2 

ジ ア ）レ ジ ア

゜゚ ゜゚ ゜゚
2 

゜゚ ゜゚゜
2 

スギ雄花芽調査数 5 11 16 

スギ花粉スライド測定数 84 56 97 237 

HIV抗体検査 11 3 2 ， 5 ， 7 ， 10 2 5 11 83 

HCV抗体検査

゜゚゜
3 1 2 1 3 4 1 

゜
3 18 

性器クラミジア抗体検査

゜゚゜
10 6 6 6 8 5 3 4 10 58 

梅毒抗体検査

゜゚゜
10 5 6 6 8 5 3 4 10 57 

HBs抗原検査

゜゚ ゜
3 1 2 1 3 4 1 

゜
3 18 

3類感染症に係わる病原微生物検査 126 163 136 584 273 174 134 111 136 124 120 137 2218 

炭疸菌検査 I 

゜゚
1 

゜゚゜
1 

゜゚ ゜゚゜
2 

その他の細菌検査（感染症関係）

゜゚゜
4 2 4 17 2 16 15 13 18 91 

その他の細菌検査（食中毒関係）

゜
2 2 

゜゚
3 

゜゚゜
1 

゜゚
8 

特定建築物等レジオネラ属菌検査

゜゚゜
29 10 

゜゚ ゜゚ ゜゚゜
39 

食品収去検査 (VTEC) 10 51 25 50 11 42 24 16 

゜゚ ゜゚
229 

地研レファレンスセンター（カンビロ血清型別）

゜゚゜
1 

゜
6 2 

゜゚ ゜゚゜
， 

結核菌RFLP検査

゜゚
7 2 3 4 1 

゜゚
3 

゜゚
20 

ッツガムシ病診断検査 10 31 22 13 5 8 8 1 

゜゚゜
1 99 

クリプトスポリジウム・ジアルジア検査 16 24 20 20 80 
【マススクリーニング】

先天代謝異常症

神経芽細胞腫

【食品監視指導業務に係る検査】

::2| :;: I ;]: I ::: Iこ::I ::: I ::: I ;:: I :;]| ：：コI::: l ::: I ]::: 

残留合成抗菌剤検査 25 25 

残留抗生物質検査 5 5 

残留農薬実態検査（野菜29検体・ 14成分） 36 40 5 10 91 

貝毒検査 4 7 12 7 30 

調理済ふぐ 2 2 

米のカドミウム検査（玄米） 8 8 

精度管理（クロルビリホス・マラチオン・フルベンダゾール） 10 5 15 

【家庭用品試買検査】

I有害物質 (4成分）

【医薬品等監視指導業務に係る検査】

薬品、医薬部外品、医療用具（細菌）

薬品、医薬部外品、医療用具（理化学）

75 | 75l 

191 10 ー

9
-
3
 

9

3

 

-
3
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1-|  4|5|6|718 1, 1101 11 1121 1|2 | 3 | ({冗・）I

【飲料水等水質検査】

水道水井戸水の農薬検査 I I 61 I 21 I I I I I I I I I 27 

遊泳用プール検査（総トリハロメタン）

精度管理（鉄、鉛）

【地熱開発地域環境調査】

直
【環境放射能水準調査】

全ベータ線

核種分析

空間線賦

その他

16 16 

2
 

2
 

18 | 10 | 8 | 18 | 54] 

□―ー
2~ 

3~三| ：子I：三II:三|]iI：三
ー 11 11 1 

142-34-374

＿6
 

【栄養調査等に関する業務】

l県民栄養調査みそ汁塩分濃度測定

合 計

【情報収集・解析・提供】

55j 55 | 

| 1947 | 2104 | 1737 | 2567 | 1994 | 2108 | 2040 | 1870 | 1665 | 2025 | 1882 | 1966| 23905 | 

収集＊） 36 45 36 36 45 361 45 36 36 45 36 36 468 

報告 4 5 4 4 5 41 5 4 4 5 4 4 52 

週報 坦'.I!ヨ~冗一 4 5 4 4 5 4 5 4 4 51 4 4 52 
患 解析 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 52 

者
提供＊ 1 36 45 36 36 45 36 45 36 36 45 36 36 468 
収集＊ 1 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 108 

基幹・地方感染症 情 報告 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

情報センター 報 月報 還元 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

（感染症発生動向 解析 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

調査依頼業務） 提供＊ 1 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 108 
年報 報告 1 1 

収集 3 4 5 5 5 3 1 5 6 5 4 7 53 

病原体情報
報告 50 55 13 20 51 8 1 1 63 25 75 69 74 514 

還元 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

解析 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

解析評価委員会資料提供 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
収集＊ 1 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 108 

結核発生動向調査
月 報 報告 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

還元＊ 2 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， 108 
依頼業務

収集＊ 1 ， ， 
年 報

報告 1 1 

年報 平成13年分還元” 1 1 

スギ花粉予報作成提供 27 

゜ ゜
28 55 

花粉症予防対策
スギ雄花芽調査数 16 16 

花粉症患者調査票数 131 

゜
25 171 327 

依頼業務
花粉症患者数（人） 278 

゜
57 722 1057 

花粉予防対策検討会 1 1 

バ秋田市を含む 9保健所分

l 合

”遠元情報：新登録患者数242人 年末現在登録者数626人

計 |618|209| 147| 154| 206| 141| 162| 213| 160| 230| 295|1132| 3667| 
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2.一般依頼総括表

I~二 4 I 5 I 6 I 7 I 8 1 9 1 10 1 11 1 12 I 1 I 2 I 3 I（：：数）
【感染症発生動向調査に係わる検査】

秋田市保健所依頼分（再掲） 11 17 17 33 29 46 23 59 18 26 18 3 300 

その他

゜゚ ゜゚
2 

゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜
2 

【細菌・ウイルス等の試験検査】

食中毒関係小型球形ウイルス検査 2 

゜゚ ゜゚ ゜゚
3 

゜゚ ゜
41 46 

小型球形ウイルス検査

゜゚
14 34 28 

゜゚ ゜
25 

゜゚ ゜
101 

一般細菌数検査

゜゚ ゜゚ ゜゚
10 10 

゜゚ ゜゚
20 

大腸菌検査（定量）

゜゚ ゜゚ ゜゚
10 10 

゜゚ ゜゚
20 

寄生虫卵検査

゜゚ ゜゚ ゜゚
10 10 

゜゚ ゜゚
20 

その他の細菌 3 4 

゜゚ ゜゚
12 11 

゜゚ ゜゚
30 

I真菌否定検査 32 32 
血液製剤無菌試験 I細菌否定検査 I 32 32 

【食品の試験検査】

残留農薬検査 101 5 15 30 

残留合成抗菌剤検査 | 50 50 

残留抗生物質検査 I 19 19 

貝毒検査 6 41 10 
その他 I 

゜合 計 5 
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II. 調査研究業務実績

健康管理部

1.生活習慣病予防からみた中学生の健康管理方法に関

する調査研究（終了）

［目的］

中学生の健康・生活状況について実態を把握し、小児

期における生活習慣と生活習慣病の危険因子との関連に

ついて、地域性を明らかにするとともにその移行状況を

検討する。さらに、これまでの研究成果を系統的に検討

し、生活習慣病予防からみた中学生における健康管理方

法を探る。これらから地域における小児期からの生活習

慣病予防対策のための課題を提言する。

［方法］

前年度と同様の内容・方法で、井川中学生 1~3年生

163名を対象に、健康調査及び事後指導、行動変容状況

調査を実施し、健康•生活状況の実態把握を行った。さ

らに、追跡調査を要指導者の96名に実施し、親子指導を

行った。

平成11~14年度の中学生287名について、乳幼児期か

ら中学 3年生まで、体格状況を後ろ向きに調査した。

［結果］

平成11~14年度の調査結果から、

1)健康診断結果および肥満指標との関連

本誌上に掲載 (39~55頁）。

2)栄菱調査および食習慣調査結果

本誌上に掲載 (56~69頁）。

3)肥満状況とアンケート調査の主な項目との関連をみ

ると、肥満と便通がよい、朝の食欲がある、部活動の

種類（運動部）、健康である、さらに食習慣では早食

い、食欲があるなどとに関連がみられた。

4)健康（肥満）状態と栄養摂取状況の年次推移をみる

と、最近、肥満度による肥満者はその割には増えてい

ないが、皮下脂肪や体脂肪の増大による肥満者が増加

傾向にあった。一方、栄養素摂取量には、大きな変化

はみられないが、最近、穀類・野菜不足が進んでいた。

さらに、デザート系食品や惣菜・菓子パンなどの摂取

が、同地区の小売店の設立と並行して漸増していた。

5)幼児期から中学 3年生まで肥満状況の推移をみると、

肥満児の割合は、小学4年生時にピークになるが、中

学生では低くなっていた。高度肥満の割合は小学 4年

生以降には減少傾向がみられなかった。また、中学生

の肥満は小学5年生頃からの引きずり現象がみられた。

6)効果的な健康管理方法としては、 4年間の実際の調

査・指導や検討結果から、多くの事項を見出したが、

特に次のようなことが重要と考えられた。健康調査を

行い、継続して観察し、個人の生活状況に合った指導
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をしていくことが、生徒の行動変容につながり、保護

者の関心に結びつく。健康調査は小学生の高学年から、

特に肥満傾向にある児童では、体脂肪、血液検査を含

めた健康診断、食生活調査とその指導が必要である。

2.地域における個別健康教育の手法に関する研究（新

規）平成14年度～平成15年度

［目的］

個別健康教育は、国の保健事業第 4次計画の重点事項

の一つとして新たに導入された事業である。平成12年度

から市町村では、国から示された標準方法に沿って実施

してきているが、実際には指導者マニュアルが複雑であ

ること、従事者の態勢不備等の問題があり取り組みにく

いという意見がある。そこで個別健康教育を実践し、地

域にそくした指導者及び住民がより取り組み易くかつ効

果的な手法を見出していく。それらを提言していくこと

で、今後の個別健康教育の普及や生活習慣病予防の推進

に資する。

［方法］

1)国の標準方法及び指導者マニュアルに基づき実践し、

個別健康教育の手法を検討 (1)血液検査項目に血液一

般や生化学検査等の項目を追加 (2)生活プロフィール

調査の食生活状況調査に在宅栄養士を活用 (3)健康調

査時及び各家庭における体脂肪率の測定調査 (4)セル

フチェック表等独自の教材の工夫

2) Hl2、Hl3、H14年度の個別健康教育終了者の追跡

健康調査による検証

3)血液所見からみた科学的な効果やその裏付けの検討

4)標準方法を基礎とした秋田県版マニュアルの検討

［結果］

(1)基本健診の高脂血症要指導者で、希望者 5名に対し

て個別健康教育を行った。食生活状況調査に引き続き 6

か月間の面接及び通信指導を実施した。標準の血液検査

項目（総コレステロール、 HDLコレステロール、中性

脂肪）に血液一般と血液生化学検査 (LDLコレステロ一

ル、空腹時血糖、肝機能等）の 7項目を追加した。 (2)食

生活状況調査に在宅栄養士 2名を活用した。その際個別

健康教育の概要、食生活状況調査の手順等のトレーニン

グを行い調査に活用した。 (3)体格測定として面接調査日

にBF-110による体脂肪率測定を行い、さらに BF-643の

体重計を貸し出し、家庭で測定・記録をしてもらった。

(4)中断しがちなケースが 1名いたが、極カケースの都合

に合わせて日程調整し本人の意向にそっていくことで脱

落を防止した。 (5)全県を対象（終了者、事業担当者、在

宅栄養士）にした個別健康教育に関するアンケート調査

を実施した。 H12~H14年度終了者765名 (65%)の回

答があり、「参加してよかった。今後も是非継続してほ



しい」等個別健康教育に対する期待が多くみられた。

3.感染症の発生予測に関する調査研究（新規）平成14

年度～平成15年度

［目的］

本県の保健所管内別のインフルエンザ、水痘、手足口

病、流行性耳下腺炎について発生予測モデルを作成する。

また、国が示した警報発生システムの発出基準について

妥当性を検証し必要に応じて本県の新たな基準を作成し

運用する。

［方法］

1.感染症発生予測

初年度はデータの収集を行い、次年度に周期解析や

予測モデルの作成を行う計画とした。そのため、今年

度は、インフルエンザ、水痘、手足口病、流行性耳下

腺炎の 4疾患について、秋田県内の保健所別の患者発

生報告データと病原体検出情報等について収集した。

2.警報注意報基準の検討

初年度は国と同様の15疾患の警報注意報発出基準の

妥当性の検討のために、国が示した調査研究内容に合

わせて1993年～1997年の 5年間の患者発生データを集

積し、保健所別に警報基準設定のためのパーセンタイ

ル値を求めて比較検討した。

［結果］

1.感染症発生予測

患者データは、旧システムの保存データから変換し、

実定点（実際に報告された医療機関数）を分母として、

週別保健所別データを算出した。また、病原体データ

は、 1976年～1999年までのインフルエンザについて病

原体定点別に集計した。

2.警報・注意報基準の検討

国の注意報・警報システムのうち、警報基準の妥当

性について、患者発生規模の90、95、99バーセンタイ

ル値を基に検討した結果、全県の発生規模への適合率

は33.3%(5/15)であったが、保健所への適合率は

16. 7% (20/120)に過ぎず、疾患別保健所別に新たな

基準案を作成した。なお、注意報基準については、プ

ログラムを作成した上で、感度、特異度、的中率の条

件にあった基準を設定する予定である。
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微生物部

1.薬剤耐性菌の浸淫実態解明に関する調査研究（終了）

1. 目的

県内において患者由来株の薬剤耐性についての現状

や食品等の耐性菌の汚染状況が十分把握されておらず、

感染経路が検討されていない。このことから患者由来

株の薬剤耐性菌の占める割合について現状を把握する。

また、その背景として輸入食肉の薬剤耐性菌の汚染状

況を把握し、関係行政機関及び医療機関に情報を還元・

提供する。

2.方法

1)市販鶏肉の汚染実態調査；平成12から14年度に県

内のスーパー等から購入した鶏肉を供試し、 VRE、

サルモネラ、カンピロパクターについて定法により

検査を実施した。

2)分離株の薬剤耐性試験； VREは耐性遺伝子VanA、

VanB、VanCl、VanC2,3を標的にした PCRを実

施した。サルモネラはドライプレート法及びディス

ク法で検査した。カンピロバクターはニューキノロ

ン剤等についてディスク法で検査した。 A群溶レ

ン菌はドライプレートを用いた。

3)医療現場で問題となっている耐性菌の遺伝子診断

法の導入・確立； VRE、BLNAR、PRSP、ESBL

産生菌、メタロ Bーラクタマーゼ産生菌について検

討した。

4)カンピロパクター分離株の一部についてパルスフィー

ルドゲル電気泳動による疫学解析を実施。

3.結果と考察

1) VRE:秋田県ではまだ患者から高度耐性である

VanAは検出されていないが、鶏肉（タイ産）か

らVanAが検出されたことから、注意が必要と考

えられた。患者から検出されている VanB、VanC

の汚染源が不明なことから、その究明が必要と考え

られた。

2)サルモネラ：県内にも多剤耐性で問題となってい

るS.TyphimuriumDT104が侵淫していることが確

認された。不適切な抗生物質投与で重症化した事例

も報告されていることから、注意が必要と考えられ

た。

3) カンピロバクター：鶏肉の汚染率は非常に高率で

あった。患者由来株、鶏肉由来株の 3~4割はニュー

キノロン剤多剤耐性菌であった。患者由来株のDN

Aパターンと一致する鶏肉由来株が確認され、患者

発生と汚染鶏肉の関連が明かとなった。

4) A群溶血性レンサ球菌：平成14年分離株の T-25、

T-12の一部に耐性菌がみられた。ただし、臨床で

使用されているペニシリン系、セフェム系には感受



性であった。

5) VRE、ELNAR、PRSP、ESBL産生菌、メタロ

Bーラクタマーゼ産生菌について PCRによる耐性

遺伝子を標的とした迪伝子診断法を導入・確立し、

医療機関分離株の耐性遺伝子検査依頼について対応

した。

2.腸管出血性大腸菌 (EHEC)の感染疫学解明に関す

る調査研究（継続）平成13年度～平成15年度

1. 目的

ヒトの下痢症から分離される EHECは特徴的な病

原遺伝子の性状を保有する。本研究では、県内でこれ

までに感染事例を惹起したヒト型 EHECのうち、

EHEC 0157および血清型0157以外の EHEC、特に

EHEC 0121、EHEC026の感染源、感染疫学の解明

を試みる。

2.全体計画

l)県内産牛の直腸便を対象としてヒト型 EHECを

検索する。

2)市販牛肉を対象としてヒト型 EHECを検索する。

3)牛や食肉から分離された EHECとヒト由来EHEC

の関連を分子疫学的に比較検討する。

3. これまでの成績

平成13年度

l)県内産牛便126検体から 4株のヒト型株が分離さ

れた。 PFGEパターンの比較から、これらのうち

7月13日に大雄村産黒毛和種から分離された EHEC

026 VT-l+eaeA十と 6月と 9月散発患者から分離

された株が非常に近縁であることが判明した。

2)輸入牛肉51検体は全てヒト型株陰性であった。

平成14年度

l)検査方法の改良

(1) ヒト型 EHECの新たな腸管付着因子 saaの検

査方法を導入。

(2) リボタイビング法（分子疫学的解析手法）の導

入

(3) E. coliO抗原合成遺伝子群 (rfb)同定 PCRの

導入と開発： rfbOlll、rfb026
2)県内産牛便150検体から EHECO 157 : H 7 5 

株（保菌率3.3%)、EHECO 178: H19 VT-1&2+ 

saa+ 2株が分離された。

3)市販牛肉101検体中 1検体から EHEC0113: H 

21 VT-2+saa十が分離された。

4) EHEC 0157: H 7牛由来株と患者由来株に PFG

Eパターンがバンド 1本、 2本の違いのみ、および

同ーパターンの株が認められた。相互に極めて近縁

と考えられるこれらの株のうち、相互の分離時期の

関係から感染事例の発生と牛の保菌に因果関係が認

め難い組み合わせと、因果関係を否定できない組み

合わせがみられた。

3. 県内沢水•河川水の病原微生物汚染実態に関する調

査研究（継続）平成13年度～平成15年度

［目的］

県内の沢水•河川水における病原微生物汚染実態が不

明なことから、県内の沢水・河川水のクリプトスポリジ

ウムを含む病原微生物の汚染実態、季節変動について調

査を実施する。また、クリプトスポリジウムなどの原虫

と指標菌の関係について検討する。そして、本調査研究

により得られた知見を水道事業者などに還元することを

とおして、健康危機管理対策、水道水源対策に資する。

［方法］

1)調査期間

平成14年度5月から11月、各月 1回調査地点より採

水し検査を実施した。

2)調査地点

岩見川仙翁台上流地点（沢水）、岩見川杉沢 1号橋

地点（上流）、岩見川赤平橋地点（中流）の 3地点。

3)検査方法

(1)検査項目

サルモネラ、カンビロバクター、ウエルシュ菌、

エルシニア、一般細菌数、葉便性大腸菌群数、下痢

原性大腸菌遺伝子6種類、導電率、水素イオン濃度、

水温、気温。

(2) 検査方法

細菌検査は微生物検査必携に準じた。病原細菌に

ついては 3P,の検水を検査に供した。原虫検査は30

£の検水を濾過濃縮し、ハイドロフルオールコンボ

100により蛍光染色を行った。

［結果］

河川水についての導電率、pH、一般細菌数、ふん便

性大腸菌群数の検査結果から、下流ほど汚濁や細菌数の

増加が顕著であることが明かとなった。しかし、ウエル

シュ菌、下痢原性大腸菌（接着絨毛破壊性大腸菌など）

の検出陽性頻度は上流、中流の検体より沢水で高い傾向

がみられた。

平成14年に調査した岩見川の 3地点からは調査期間を

とおしてクリプトスポリジウムは検出されなかった。平

成13年の調査では馬場目川の北の又沢の沢水からクリプ

トスポリジウムが高頻度に検出され、その検出個数は 8

月が最も多かった。しかし、同一検体から糞便性大腸菌

群、ウエルシュ菌は検出されず、両菌のクリプトスポリ

ジウムに対する指標菌としての意義は認められなかった。

-10-



4. SSCP解析による分離ウイルスの同定に関する調査

研究（新規）平成14年度～平成16年度

［目的］

夏季に多く分離されるエンテロウイルスは多くの血清

型が存在するため、中和試験による最終同定に至るには

相応の手間と時間を要しているのが実情である。これま

での予備的な調査から、 1塩基の違いでも鋭敏に識別で

きる一本鎖高次構造多型（SSCP)解析を用いた同定支

援法を併用することで同定効率を大幅に向上させられる

可能性を見出した。本研究では平成14年度の秋田県にお

けるエンテロウイルス流行局面での本法の有用性につい

て検証した。

［方法］

平成14年に病原体定点より分離されたエンテロウイル

スについて、 SSCP解析によりグループ分けを行い、各

グループから任意の1株を代表株として中和試験するこ

とで同ーグループの株は同じ血清型と見なせるかどうか

を検討した。 SSCP解析の技術的手順については「斎藤

博之•他、臨床とウイルス、 30巻、 3号、 2002」を参照

されたい。

［結果］

平成14年に秋田県で分離されたエンテロウイルスは85

株であり、これを SSCPによるグループ分けをすると

16バターンとなった。 SSCP解析による同定支援法の骨

子は、各グループから1株だけ中和試験を行えば、他の

株の中和試験は省略できることを想定している。ここで

は16株だけ中和試験すればよいことになり同定効率は85

/16で5.3倍となる。個別の流行事例を見ると、全国的

に無菌性髄膜炎の大流行をもたらした Echo13について

は43株が分離され、 SSCPは5グループで同定効率は8.6

倍であった。しかし、 43株中38株が同一のグループを形

成していたため同定作業における実質的な省力化は30倍

以上に相当するものと考えられた。 SSCP解析による同

定支援法は見かけ上の被検株数を減らす効果があり、日

常のサーベイランスから流行時の対応まで、さまざまな

局面で同定効率の向上に役立つものと考えられた。

理化学部

1.卵の脂質に関する研究（継続）平成13年度～平成15

年度

［目的］

卵は高蛋白、高脂質であり、しかも、低廉であるため、

消費者の需要が大きい。市場では健康志向を考慮し、様々

な種類の卵が出回っている。しかし、卵の栄獲成分はほ

とんど表示されておらず、消費者にはその成分の違いが

示されていない。このような背景のもと、卵の成分含量

の違いを調査し、併せて成分含量調整が可能かどうかを

検討することで、県民の健康に資する。

［方法］

鶏卵のコレステロール含量が一定量となる産卵開始13

週以降の鶏を 1群25羽とし、餌に杜仲茶を 1%、 3％添

加飼育し、産卵率と鶏卵のコレステロール等を測定した。

市販卵を購入し、コレステロール、脂肪酸等を測定し

た。

l)試料

添加飼育開始以前の鶏卵（10個） 1検体

添加飼育開始 1週間以後の鶏卵 (10個） 8検体X3 

群の計25検体および市販卵43検体

2)測定項目

ハウ•ユニット、卵黄係数、コレステロール、脂肪

酸等

3)検査方法

ハウ•ユニット、卵黄係数は卵質計を用いて浪厚卵

白高、卵黄高等を測定し、計算により算出した。コレ

ステロール、脂肪酸は GC法により測定した。

［結果］

l)杜仲茶添加飼育開始5週目以降対象群に比べ、 3%

添加飼育群で産卵率が高い傾向が認められた。

2)これまでのところ、 3群における鶏卵コレステロー

ル盤に大きな差はみられなかった。

3)市販卵の脂肪酸構成は多い順にオレイン酸（C18:

l)が37.2~46.4%、パルミチン酸（C16)が23.3~

26.2%、リノール酸 (C18:2)が10.9~18.6%、ス

テアリン酸（C18)が8.4~10.4%、パルミトレン酸

(C 16: 1)が2.8~3.8%、ドコサヘキサエン酸 (C2

2: 6)が0.3~1.5％であり、構成比率にバラッキが

みられた。

2.室内空気中の汚染化学物質に関する調査研究（新規）

平成14年度～平成16年度

［目的］

近年、居住環境に起因する健康被害、いわゆるシック

ハウス問題が懸念されており、その中でも特に化学物質

による室内空気汚染が指摘されている。一般家屋におい

ても、空気中の化学物質は建材・家具のみならず、防虫

剤・芳香剤や暖房器具等からも発生する。そこで厚生労

働省は住民の室内空気汚染に関する相談及び測定等の体

制の充実を衛生研究所に求めている。

本調査は、当所に室内空気汚染物質の測定体制を整備

し、一般家屋等の空気中の化学物質濃度を測定し、安全

で安心な住環境の確保及び健康被害の防止に寄与するこ

とを目的としている。

［方法］

l)測定技術の研修
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先進県で技術研修を受け、室内空気の採取及び測定

時における技術的な手法を習得した。

2)分析条件の検討

ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド等について高

速液体クロマトグラフの分析条件を検討した。

3)予備調査

3家屋 9地点 (1家屋：外気、居間、寝室）につい

て、ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド等アルデヒ

ド、ケトン類15成分について高速液体クロマトグラフ

（フォトダイオードアレイ検出器）で測定した。

［結果］

3家屋の室内空気を採取し測定した結果、 1家屋（改

築後 3ヶ月）のアセトアルデヒド浪度が指針値を超えて

いた。また、 3家屋でホルムアルデヒド、アセトアルデ

ヒド以外のアルデヒド類が検出された。

3家屋の予備調査結果

外気

ホルムアルデヒド 0.51~3.5 

アセトアルデヒト 2.7~4.2 

プチルアルデホド nd~0.7 

ペンズアルデヒド nd 

イソバレルアルデヒド nd 

ヘキサアルデヒド nd 

指針値：ホルムアルデヒド (80ppb)
アセトアルデヒド (30ppb)

居間

20~36 

12~45 

nd~1.4 

nd~1.2 

nd~2.6 

0.3~1.5 

寝室

14~49 

8.3~60 

nd~2.1 

nd~1.6 

nd~3.3 

0.4~4.2 

（単位ppb)

3.遺伝子組換え食品に関する調査研究（新規）平成14

年度～平成16年度

［目的］

近年、逍伝子組換え技術を利用して開発された作物が、

我が国でも一般的に流通するようになった。遺伝子組換

え作物は、生産者側の利便性が強調される一方で、健康

や環境に対する影陛など不安材料も多い。そのため、消

費者側から抵抗なく受け入れられていないのが現状であ

る。このようなことから厚生労働省は迪伝子組換え食品

の安全性審査や表示を義務化し、農林水産省でも同様の

義務を定めている。現在、安全性審査が終了し、食品用

として商品化が可能な迪伝子組換え作物はダイズ、トウ

モロコシ、ジャガイモ等 6作物にのぼるが、その品目は

増える一方であり、確実に身近な食品になっている。

このような状況下、遺伝子組換え食品の安全•安心の

確保は行政にとっても重要なことである。そこで、県内

の市場調査により、組換え食品の流通状況を把握し食品

衛生行政の一助とする。

［方法］

初年度は技術の研修と豆腐類を用いて予備実験を実施

した。

試料：県内で製造された豆腐類27検体

試験項目：ラウンドアップレディダイズの組換え迫伝子

試験方法： PCR法による定性試験

［結果］

調査した27検体はすべて遺伝子組換え等の表示はなかっ

た。しかし、 PCR法による定性試験の結果、 22検体

(81%) に逍伝子組換え体が検出された。結果を表に示

した。

豆腐の定性試験結果

品 目 検体数 検出 不検出

豆 腐 23 19 4 

厚 揚 げ 1 1 

゜豆腐カステラ 3 2 1 

計 27 22 5 

組換え体が検出された22検体のうち 5検体には表示が

なかったが、 17検体には組換えダイズの不使用を表示し

ていた。また、国産ダイズのみを使用したと思われる 2

検体からも組換え体が検出された。
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皿．国等からの補助金による事業実績

1.厚生労働科学研究（継続）

l)地方衛生研究所の地域における健康危機管理のあり

方に関する研究分担研究健康危機管理情報ネット

ワーク構築に関する研究協力研究地方衛生研究所

における情報提供機能基盤強化（平成13年度～平成15

年度）

［目的］

前年度と同じ

［方法］

(1) 各地研の代表メールアドレスの調査

昨年度のメールアドレス調査結果より各地研のホーム

ページと地方衛生研究所名癖 (CD-ROM版）に記載さ

れているメールアドレスについて整理・検討した。さら

に、今後地研間の情報交換に利用することを目的に、各

地研のメールアドレス及びその公開の可否についてアン

ケート調査を実施した。

{2) 各地研の代表メールアドレスヘの送信テスト

調査の結果、代表メールアドレスありと回答した地研

に対して送信テストを行い、各地研がメール返信するま

での時間について確認調査を行った。

{3) 各地研の代表メールアドレス運用に関する調査

地研間における電子メールアドレスによる連絡体制を

確立するために、代表メールアドレスで受信した場合の

対応、今後の活用についてアンケート調査を実施した。

［結果］

{1) ホームページと地研名簿のいずれかにメールアドレ

スが記載されている地研は76地研中72地研で、両方に記

載されている地研がほぼ半数の35地研であったが、アド

レスの一致しない地研が 5地研あった。代表メールアド

レスの保有状況を調査したところ、全地研から回答を得

た。その結果、 76地研中73地研 (96%)が代表メールア

ドレスを保有していた。また、代表メールアドレスの一

般公開の可否について質問したところ、 76地研中62地研

で一般公開できると回答し、 11地研では一般に公開でき

ない（地研間のみであれば公開可能）との回答であった。

当面地研間の情報交換に限って、この代表メールアドレ

スを利用するのが望ましいと考えられた。

(2) 各地研の代表メールアドレスヘの送信テスト

送信テストを行った結果、 2日以内にメール確認した

地研は71地研中67地研（94%)であった。また、 2日以

内に返信メールが届いたのは64地研 (90%)であり、エ

事中の 1地研を除き 6日以内に全地研から返信があった。

(3) 各地研の代表メールアドレス運用に関する調査

各地研の代表メールアドレス運用に関して、調査票を

用いて電子メールにて調査した。その中で、今後代表メー

ルアドレスを地研全国協議会の連絡網として利用する場

合、確実に所属長に届くかどうかを質問した。

2.厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究

事業）食品製造の高度衛生管理に関する研究 協力研

究食鳥肉のカンピロバクター制御に関する研究

［目的］

カンピロバクター・ジェジュニー (C.jejuni)による

鶏肉の高度な汚染が問題となっている。しかしながら、

汚染鶏肉が直接、あるいは 2次感染を介してカンピロバ

クター感染症を惹起したことが証明された事例は少ない。

このため、市販鶏肉と散発下痢症患者から分離された C.

jejuniの血清型の分布を比較することにより両者の関連

を検討する。また、カンピロバクター感染症の発生実態

を把握するために、食中毒発生情報に加えて散発患者の

発生情報を収集・集計する。

［方法］

鶏肉はスーパー等から購入し、検査に供した。鶏肉か

らのカンピロバクター分離同定は常法に準じた。血清型

別はデンカ生研の型別用抗血清を用いた間接赤血球凝集

反応で行った。 PFGEは制限酵素に Smalを用いた。散

発患者発生情報は県内の 3医療機関に協力を依頼して収

集した。

［結果］

カンピロバクター散発患者発生数は腸炎ビプリオやサ

ルモネラよりも多く、その発生は通年みられた。また、

カンビロバクターは小児に限らず、 20歳以上の成人にも

多数の感染者がみられた。鶏肉のカンピロバクター汚染

実態調査では国内産鶏肉73検体中54検体（74.0%)が陽

性、輸入鶏肉49検体中 5検体（10.2%)が陽性であった。

鶏肉由来72株は14種類の血清型に型別され、ヒト由来85

株は13種類の血清型に型別された。患者由来株で多かっ

たB群、 D群、 0群は鶏肉由来株でも高率であった。

PFGEによる DNAパターンは同じ血清型の株において

も多様性がみられたが、患者由来株と DNAパターンが

一致する鶏肉由来株が確認された。以上のことから、患

者発生に鶏肉の高度なカンピロバクター汚染が関与して

いる可能性が示唆された。

3.赤痢菌検査法の設定に関するコラポレーティブスタディ

［目的］

食品の赤痢菌検査方法を確立する目的で、国立研究機

関、民間研究機関、地方衛生研究所、大学など計21施設

が参加して USABacteriological Analytical Manual 

記載の、食品からの赤痢菌 (S.sonnei)検査方法と前

増菌培養を加えた方法（試験法Il)の有用性を比較検討

した。
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［方法］

各参加研究機関あたり、あらかじめ異なる菌数を接種

して調製したカキ120検体、ベビーコーン120検体、合計

240検体を配布し、それぞれ 2種類の検査方法（延べ検

査検体数480)で赤痢菌 (S.sonnei)検出の可否につい

て検討した。

［結果］

冷蔵検体、冷凍検体のいずれにおいても、また、検体

別ではカキ、ペビーコーンのいずれにおいても試験法1I

の赤痢菌 (S.sonnei)検出率が USABacteriological 

Analytical Manualよりも高いことが明らかとなった。

また、分離平板の検出率に関して、当所の検討結果にお

いては SS培地が合成基質酵素培地（クロモアガー）よ

りも優れていた。

4. パルスフィールドゲル電気泳動法（Pulsed-Field

Gel Electrophoresis, PFGE)の標準化及び画像診断

を基盤とした分散型システムの有効性に関する研究

［目的］

PFGEは細菌感染症の分子疫学解析手法として、現

在もっともよく用いられている手技である。近年、複数

の自治体にまたがる広域な分散型集団発生事例（diffuse

outbreak) も確認されており、詳細な疫学調査と併せ

て分離株の菌学的特性を迅速に検討・把握することによ

り、このような事例の早期探知を図る必要がある。その

ためには、全国的なネットワーク（パルスネット）の構

築が不可欠であり、ネットワークに参加する各地方衛生

研究所における PFGE解析が常に一定の精度で実施さ

れる必要がある。本年度は PFGEの技術的精度の維持・

工場を目的として、北海道、東北、新潟プロックの地方

衛生研究所が参加して精度管理調査を実施した。

［方法］

EHEC O 157 : H 7 7株と EHEC026: Hll 3株

について PFGEを実施し、北海道衛生研究所において

PFGEの画像処理・データ解析を実施した。参加機関

は北海道、東北、新潟ブロックで PFGEを実施してい

る10地方衛生研究所であった。検討は 6月と12月の 2回、

同一菌株を材料として実施した。

［結果］

第 1回目の精度管理調査と同時に、各施設における

PFGEの方法に関するアンケート調査を実施した。第

1回目の調査時においては PFGEの方法が統一されて

いなかったため、同一菌株から得られた PFGE泳動パ

ターンに施設間較差が認められた。このため、アンケー

ト調査の結果に基づき「PFGE試行マニュアル」を作

成し、各施設間の方法の統一を図った。試行マニュアル

配布後に実施した第 2回目の精度管理調査においては泳

動バターンの改善が認められ、施設間較差が縮まり、施

設間で同一菌株について得られたパターンの similarity

が 1回目の調査時と比較して高まった。なお、同一施設

間で得られた 1回目と 2回目の調査において、同一株の

パターンに100％の similarityが得られた施設は少なかっ

たものの、おおむね90％以上の similarityが得られた。

以上の検討結果から、統一化されたプロトコールを定

め、各施設の担当者が確実な実験手技を習得することに

より、異なった地域において分離された菌株の PFGE

パターンを画像伝送し、異なる施設で集約して解析を実

施するというパルスネットの構築は可能であるものと考

えられた。

5.食品製造の高度衛生管理に関する研究 研究協力

食鳥肉のカンピロバクター制御に関する研究

［目的］

カンピロバクター・ジェジュニー (C.jejuni)による

鶏肉の高度な汚染が問題となっている。しかしながら、

汚染鶏肉が直接、あるいは 2次感染を介してカンビロバ

クター感染症を惹起したことが証明された事例は少ない。

このため、市販鶏肉と散発下痢症患者から分離された C.

jejuniの血清型の分布を比較することにより両者の関連

を検討する。また、カンピロバクター感染症の発生実態

を把握するために、食中毒発生情報に加えて散発患者の

発生情報を収集・集計する。

［方法］

鶏肉はスーパー等から購入し、検査に供した。鶏肉か

らのカンビロバクター分離同定は常法に準じた。血清型

別はデンカ生研の型別用抗血清を用いた間接赤血球凝集

反応で行った。 PFGEは制限酵素に Smalを用いた。散

発患者発生情報は県内の3医療機関に協力を依頼して収

集した。

［結果］

カンピロバクター散発患者発生数は腸炎ビプリオやサ

ルモネラよりも多く、その発生は通年みられた。また、

カンビロバクターは小児に限らず、 20歳以上の成人にも

多数の感染者みられた。鶏肉のカンピロバクター汚染実

態調査では国内産鶏肉73検体中54検体 (74.0%)が陽性、

輸入鶏肉49検体中 5検体（10.2%)が陽性であった。鶏

肉由来72株は14種類の血清型に型別され、ヒト由来85株

は13種類の血清型に型別された。患者由来株で多かった

B群、 D群、 0群は鶏肉由来株でも高率であった。

PFGEによる DNAパターンは同じ血清型の株において

も多様性がみられたが、患者由来株と DNAパターンが

一致する鶏肉由来株が確認された。以上のことから、患

者発生に鶏肉の高度なカンピロバクター汚染が関与して

いる可能性が示唆された。
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